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トラック事業の取引環境適正化に向けた関東運輸局の取組み

トラック事業者と荷主が協議の上、適正な運賃契約の締結
をすることが取引環境の適正化には不可欠との認識のもと、
トラック協会に対して傘下会員への周知を依頼している。
標準的運賃制度が創設されて
４年目となる現在、届出が進
んでいない支部会員に対して
今一度周知浸透を図り、活用
と届出の促進について協会に
対して要請。
加えて、非協会員トラック事
業者に対しては、ＮＡＳＶＡ
での運行管理者講習会時にチ
ラシを配布するなど周知を行った。

トラック事業者への対応

「標準的運賃」の届出促進を要請
（R6.9関東トラック事業者大会にて）

荷主への対応

手交した協力要請文書

１

令和７年２月、関東経済産業局との連名により、関東商工会
議所連合会に対し、改正物流法を踏まえた適正取引推進・物
流効率化等に関する協力を文書で要請。
「物流２０２４年問題の解決に向けてはトラック事業者のみ
ならず、発着荷主なども
含めたサプライチェーン全体
で協力し、継続的に取り組む
ことが必要。改正物流法の規
制的措置は持続可能な物流の
実現に向け関係者が相互に協
力をすることを義務づけるも
のと理解いただき、法令遵守
の徹底と取り組みへの協力」
を要請。 左：小林代表幹事、 右：佐合関東経産局長

中央：藤田関東運輸局長
（R7.2関東商工会議所連合会にて）



トラック事業の取引環境適正化に向けた千葉運輸支局の取組み

令和７年３月、千葉運輸支局においても、
（一社）千葉県商工会議所連合会、千葉県
商工会連合会、千葉県中小企業団体中央会、
（一社）千葉県経営者協会に対し、物流負
荷の軽減へ取組んでいただくことや、ト
ラック事業者から運賃交渉の申し出があっ
た場合には積極的に協議を行っていただく
よう、傘下会員等への周知を依頼予定。

※令和６年１月に行った周知の様子

令和５年度発出文書

２

（一社）千葉県商工会議所連合会 宛て 千葉県商工会連合会 宛て 千葉県中小企業団体中央会 宛て （一社）千葉県経営者協会 宛て

令和6年1月15日付け
トラック事業の適正化・生産性向上に向けた取組のご協力のお願いについて



各団体において、傘下会員へメールや団体ＨＰなどを活用し周知を図っていただいたところ
ですが、千葉県中小企業団体中央会から、団体機関誌「中小企業ちば」への掲載も追加でご提
案いただき準備中。（紙媒体での周知ということで、QRコードを貼り付け情報を取得しやす
く工夫）

トラック事業の取引環境適正化に向けた千葉運輸支局の取組み

※千葉県中小企業団体中央会HP ※機関誌掲載イメージ
（画像は昨年度のもの）
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運転者確保対策

自動車運送事業等及び自衛隊における人材確保の取組に係る連携

○ バス、タクシー、トラックといった自動車運送業や自動車整備業は担い手不足が大きな課題となっている。

○ 多くの自衛官は、50代半ば（若年定年制自衛官）や20～30代半ば（任期制自衛官）で退職することとなるが職業訓

練を通じて年間 1,500 名程度が大型自動車運転免許、普通自動車第二種運転免許、自動車整備士等の資格を取

得しているなど、退職自衛官は自動車運送業や自動車整備業にとって即戦力として期待されている。

○ このため、国土交通省・防衛省・業界団体との間で申合せを締結し、全国各地で業種説明会や運転体験会等の取

組が実施されやすい環境を整備することで、退職自衛官の自動車運送業や自動車整備業への更なる再就職を後

押しする。

１．申合せの締結者
国土交通省
防衛省
（公社）日本バス協会
（一社）日本ハイヤー・タクシー連合会
（公社）全日本トラック協会
（一社）日本自動車整備振興会連合会

２．申合せ概要
以下の取組について一層の連携を図る。

① 自動車運送業等における人材確保と退職予定自衛官の円滑な
再就職支援に関する取組 ・採用に関する広報の積極的な実施
※必要な資格、勤務環境、労働環境改善に向けた施策等の積極的な広
報 ・業種説明会、車両運転体験会及びインターンシップの実施 ・職業訓
練等の充実

② 自衛隊における人材確保の取組
③ 予備自衛官等制度に関する取

３．申合せ締結日
令和６年６月28日

関東運輸局の取組

バス・タクシー・トラック協会及び整備振興会と連携して、自衛隊

基地や駐屯地で開催されている業種説明会等に参加をし、「運

輸局ブース」を出展。

訪問者に対して、それぞれの事業ごとに業界の魅力などをＰＲ

また、「大型トラック運転体験会＆業界・企業説明会」を実施す

るなど、取組を進めている。 令和6年2月10日末時点：5件

＜取組事例＞ 埼玉運輸支局

「大型トラック運転体験会＆業界・企業説明会」(R7.2.5）
実施場所：ＵＤトラックス(株)
実施内容：最新の大型トラックの運転体験、行政の取組・業界の魅力

などの説明、トラック事業者からの個別企業説明
参加者：埼玉県陸上自衛隊・航空自衛隊 退職予定自衛官18名

＜企業説明＞ ＜大型トラック運転体験＞ ５



自衛隊との合同業種説明会【千葉運輸支局】
開催日時：令和7年2月13日（木）10時～15時
開催場所：陸上自衛隊下志津駐屯地
参加企業：30社※

参加隊員：102名

下志津駐屯地(しもしづちゅうとんち)
千葉市若葉区若松町902

分担プログラム
自衛隊全般説明冒頭
支局・団体業種概要等冒頭
各企業個別説明（25分×6回）各ブース

※（一社）千葉県バス協会、（一社）千葉県タクシー協会、
（一社）千葉県トラック協会、（一社）千葉県警備業協会
それぞれから6社＋自衛隊選定の整備事業者6社

注：写真の二次使用禁止

６

運転者確保対策

注：写真の二次使用禁止



「ホワイト物流」推進運動

「働きやすい」職場認証制度

働きやすい労働環境の実現や安定的な人材確保を図ることを目的とし、
働きやすい職場認証制度の認証取得に係る助成事業を実施。

[1]法令遵守等、[2]労働時間・休日、[3]心身の健康、[4]安心・安定、
[5]多様な人材の確保・育成、[6]自主性・先進性等の６分野について審
査項目としている。日本海事協会ウェブサイト：
https://www.untenshashokuba.go.jp/

トラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安
定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的に、次の点
に取組む運動。（平成30年より実施）
① トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
② 女性や60代以上の運転者等も働きやすいより「ホワイト」な労働

環境の実現 ポータルサイト：https://white-logistics-movement.jp/

※令和７年２月１０日時点の賛同企業数
３，０７４社

※令和６年４月５日現在の認証事業者数
トラック事業者 ２，５０２社

トラック運送業における人材確保のための取組み

高 校 訪 問（運輸支局）

若年層等に自動車運送事業に対する関心を持ってもらい、
運転者等を指向する可能性のある層を少しでも広げることが
不可欠であることから、高等学校の校長等への説明を通じ、
就職活動を控えた高校生等に対して職業としての運転者等に
関心や興味を喚起してくれることを目的として実施している。

教員向け高校生向け

７



千葉運輸支局における人材確保のための取組み

４

実際に現場で働く運転者からは、魅力ある仕事であるという声もあるが、そうした良い印象の内容については、メディアに取り上げられることも
少なく、求職者へ届きづらい
運転者不足への対応は、一義的には各事業者による求人活動を積極的に行うことであるが、行政としても、運送事業者の後押しとなるよう、

魅力ある仕事についての内容を広く周知するため、プレスリリースを実施
国ができる支援として、①制度面の支援 ②金銭面の支援 ③広報の支援 がある
→組織構造上、①②の対応は運輸支局単体では難しいため、③を行うこととした

支局ＨＰ

引き続き自治体会議などで紹介・第5弾の検討を行い、効果的な周知に努める



労働条件改善等の取組み好事例の展開

４

第１４回協議会で取りまとめた労働条件改善等の取組みの好事例をリーフレットにし、支局
窓口にて配布する等、情報の横展開を行った。



「標準的な運賃」 及び「標準運送約款」の見直しについて

検討会での議論を踏まえ、①荷主等への適正な転嫁、②多重下請構造の是正等、③多様な運賃・料金 設定等の提言をとりまとめ
（令和５年12月15日）→運輸審議会あて諮問（令和6年1月11日）→公聴会を開催（令和6年2月13日）

１．荷主等への適正な転嫁

運賃表を改定し、平均約８％の運賃引上げ 【運賃】
運賃表の算定根拠となる原価のうちの燃料費を120円に変更し、
燃料サーチャージも120円を基準価格に設定 【運賃】

現行の待機時間料に加え、公共工事設計労務単価表を参考に、
荷役作業ごとの「積込料・取卸料」を加算 【運賃】

荷待ち・荷役の時間が合計２時間を超えた場合は、割増率５割
を加算 【運賃】
標準運送約款において、運送と運送以外の業務を別の章に分離
し、荷主から対価を収受する旨を明記 【約款】
「有料道路利用料」を個別に明記するとともに、「運送申込書／
引受書」の雛形にも明記 【運賃】【約款】

＜運賃水準の引上げ幅を提示＞

＜荷待ち・荷役等の対価について標準的な水準を提示＞

２．多重下請構造の是正等

「下請け手数料」（運賃の10％を別に収受）を設定 【運賃】

元請運送事業者は、実運送事業者の商号・名称等を荷主に
通知することを明記 【約款】

荷主、運送事業者は、それぞれ運賃・料金等を記載した電子書
面（運送申込書／引受書）を交付することを明記 【約款】

＜「下請け手数料」（利用運送手数料）の設定等＞

＜契約条件の明確化＞

３．多様な運賃・料金設定等

＜その他＞
現行の冷蔵・冷凍車に加え、海上コンテナ輸送車、ダンプ車等
５車種の特殊車両割増を追加 【運賃】

中止手数料の請求開始可能時期、金額を見直し 【約款】

運賃・料金等の店頭掲示事項について、インターネットによる
公表を可能とする 【約款】

＜「個建運賃」の設定等＞
共同輸配送等を念頭に、「個建運賃」を設定 【運賃】

リードタイムが短い運送の際の「速達割増」（逆にリードタイムを長く設定
した場合の割引）や、有料道路を利用しないことによるドライバーの
運転の長時間化を考慮した割増を設定 【運賃】

2,180円

荷主A＋荷主B

荷主A

荷主B

１両＝

１個＝１両＝

待機時間料

積込料・取卸料

1,760円

機械荷役の場合
手荷役の場

合
※金額はいずれも中型車（４tクラス）
の場合の30分あたり単価2,100円

８



標準的な運賃制度
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標準的な運賃制度
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【参考】千葉運輸支局管内の標準的な運賃に係る届出数

１１

令和５年１１月末の届出率 ３０．８％
（６７７者／２１９６者）

※第１４回協議会にて共有した届出率

令和７年１月末の届出率 ４５．４％
（９９７者／２１９６者）
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千葉運輸支局管内の標準的な運賃の届出率推移

第１４回協議会以降の取組
○協会各支部（13/16支部）で支局Ｇメンが周知 ○周知用リーフレットを支局へ設置

○新規事業者講習の際に周知 ○協会における入会促進キャンペーン時に併せて周知（４０６者）

○適正化実施機関の巡回指導時に周知 ○本局ホームページにて標準的な運賃の特設ページを開設



関係施策等

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について

１２

■ 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/part
nership_torikumi_set.pdf

■ 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する
公正取引委員会の取組
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html

■下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁に関する中小企業庁の取組
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#tenka_
torihiki_tekiseika

■パートナーシップ構築宣言
https://www.biz-partnership.jp/

■燃料油価格激変緩和対策事業
https://nenryogekihenkanwa.go.jp/

■物流向け地方創生臨時交付金
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/20230322_sank
oushiryou.pdf

■ 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和５年11月29
日）
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.ht
ml



全日本トラック協会ＨＰ

■ 雪道対策特別ページ
https://jta.or.jp/member/anzen/snow.html

■ トラックステーションなどドライバー向け施設情報
https://jta.or.jp/member/bath.html

異常気象時における輸送の安全確保について

１３



１４

千葉県トラック協会の取組

①「 2024年問題対策セミナー」を本部及び支部において開催

②トラック業界に精通した社会保険労務士による相談窓口の活用

③トラックGメンとの意見交換会の開催（航空貨物輸送事業者・
支部会員事業）

①「標準的な運賃・料金」の必要性を各支部会員に周知し届出
の促進と荷主交渉の必要性を訴求

②2024年問題への対応・運賃交渉の実態・ドライバーの賃上
げ状況等を把握することを目的に千ト協会員を中心に約
1,700社を対象としたアンケート調査を令和6年9～10月
に実施

②「運賃交渉セミナー（上記アンケート内容を反映）」を
令和7年3月に開催

働き方改革関連法案対応に向けた取組

標準的な運賃・料金の促進



千葉県トラック協会の取組

人材確保に向けた取組

①人材確保広告費用に対する助成制度の拡充

②協会求人サイトの運用

③SNSインフルエンサーを活用した業界のイメージアップ
広報

④トラックドライバーのイメージアップを目的に千葉ロ
ッテマリーンズ冠協賛試合ロードヒーローズナイターを
令和6年8月に開催

⑤「運送業界セミナー＆企業説明会」を県内6か所にて
令和6年9月～令和7年2月に開催

⑥「自動車運送業等と自衛隊における人材確保の取組に
係る申合せ」に基づき退職予定自衛官を対象に「自動
車運送業等の業種説明会」を令和7年2月に開催

１５



千葉県トラック協会の取組

成田空港における航空貨物対策

①千ト協の働きかけにより航空貨物取扱い各機関を構成員
とする成田空港における「2024年問題対策協議会」が発足

②「 2024年問題対策協議会」での検討の結果 貨物の引取り
予約システムである「輸入版トラックドックマネジメント
システム」の導入が決まり令和6年11月から稼働

③関係会員の声を「2024年問題対策協議会」に届けることを
目的に「成田空港における航空貨物対策協議会」を令和7
年度から千ト協内に設置

成田空港の航空貨物は開港以来、長時間の荷待ちが常態化し、航空貨物特有の構造
的問題により改善が進まない状況が続いてきたが、打開のため以下の取組みを実施
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令和６年４月から時間外労働の上限規制及び改正改善基準告示が適用
された後も周知・支援を継続（資料労1･2･3）

労働基準監督署による事業者を対象とした説明会の実施による
内容の周知

働き方改革推進支援センター等の相談窓口・各種助成金による
事業者等への支援

「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」、
「はたらきかたススメ」（適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト）

等による事業者、国民向け周知の実施 等

時間外労働の上限規制・改正改善基準告示の適用後の対応

荷主等への要請

トラック運転者の長時間労働改善等に向けた主な取組（千葉労働局）

▲【参考】長時間の
荷待ちに関する
情報メール窓口

（厚生労働省HP内）

▲ 特設サイト「はたらきかたススメ」
（動画も掲載しています！）

▲ 「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
（改正改善基準告示の詳しい解説資料、QA、学習用テキスト(→)のほか、

長時間労働改善に向けた様々な情報を掲載しています！）

「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」(右記参照)や立入調査時に収
集した情報等を活用し、長時間の恒常的な荷待ちを発生させている疑い
のある発着荷主等に対し、労働基準監督署から、「長時間の恒常的な荷
待ちの改善に努めること」や「運送業務の発注担当者に改善基準告示を
周知すること」を要請（資料労4）。

＊R5.10月からは「トラックGメン」設置に伴い国土交通省との連携を強化した

取組（荷主要請の際に「標準的な運賃」や「改正物流法」も併せて周知を行う等）も開始（資料労5）。
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千葉労働局では、11月の「過労死等防止啓発月間」の「過
重労働解消キャンペーン」の取組のひとつとして、労働時
間の削減等に積極的に取り組んでいる企業を労働局長が訪
問し、取組の効果等について意見交換を行っています。

ベストプラクティス企業の訪問

トラック運転者の長時間労働改善等に向けた主な取組（千葉労働局）

ベストプラクティス企
業との意見交換

（令和６年10月千葉労
働局発表）（資料労6）

その他（労働条件の確保・改善に係る最近の動きなど）

フリーランス法の施行（令和６年11月施行）（資料労7･8） 賃金引上げに向けた支援

最低賃金（※）・賃金引上げに向けた中
小企業等に対する各種支援策（業務改善

助成金等）の周知 （資料労9･10･11）

※ 千葉県最低賃金
(R６.10月～)

：1076円（時間額）
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